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 京都市会基本条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
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京都市会基本条例の一部を改正する条例 

 京都市会基本条例の一部を次のように改正する。 

 第１８条第１項に次の１号を加える。 

⑶ 通称を命名する権利の付与の対象とする施設（重要な公の施設に関する条例別表第

１に掲げる施設に限る。）を定めること。ただし，当該施設の一部を対象とする場合を

除く。 

附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

提案理由 

 市会の議決に付すべき事件に，通称を命名する権利の付与の対象とする施設を定めるこ

とを追加する必要があるので提案する。 


